令和8年2月17日
大規模小売店舗　各位

香南市商工会
会長　畠中　義雄

香南市くらし応援クーポン（第2弾）　加盟店の募集について

時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。日頃は香南市の商工業の振興に関し多大なご協力を頂き、誠に有難うございます。
さて、香南市では令和６年度に引き続いて物価高騰の影響を受けている市民の負担を軽減するとともに、地域経済の活性化と市内事業者の支援のため、市内の店舗で使用できる応援クーポンを市民全員に配布する事業を実施します。
つきましては、前回と同様、市民の皆様が市内の多くの店舗で利用できるよう広く加盟店を募集いたします。是非ともご加盟頂きますようよろしくお願い申し上げます。

記

1． 加盟条件
香南市内において事業を営む方（支店・営業所も含みます）で、下記に該当しない事業者。

＜該当しない事項＞
· 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業を行っている事業者
· 特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者
· 別紙「クーポンの利用対象とならないもの」に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者
· 香南市暴力団排除条例（平成22年香南市条例第32号）第２条第１項第１号から第３号までの規定に該当する事業者

2． 加盟申込方法
「香南市くらし応援クーポン（第２弾）加盟店申込書」（様式1）及び「誓約書」（様式2）を商工会まで送付してください。提出は、商工会へ持参、郵送、FAX、メールいずれの方法でも結構です。
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AI 生成コンテンツは誤りを含む可能性があります。]
香南市商工会
	住所：
	〒781-5310　 香南市赤岡町691-2

	FAX：
	0887-54-4497

	メール：
	konan@kochi-shokokai.jp



申込用紙は同封しておりますが、右上のQRコード、下記URLからダウンロードもして頂けます。
https://www.kochi-shokokai.jp/kounan/archives/6158

3． クーポン発行額
市民1人あたり、12,000円　（1,000円×12枚）　×　32,500人＝390,000千円
８枚・・・すべての店舗で利用可　４枚・・・大規模小売店舗で利用不可
前回（令和6年度）の3倍の規模となります。

4． クーポンの配布
令和8年3月1日において香南市の住民基本台帳に登録されている方に、香南市役所より5月中に世帯主様に家族人数分郵送される予定です。
また、令和8年3月2日から７月31日までに出生し、香南市の住民基本台帳に登録された方にも、配布される予定です。

5． 加盟申込期間
令和8年2月17日（水）～3月5日（木）　17：00必着　（1次募集締切）
前ページの3.クーポン発行額に記載の通り、配布するクーポンの内、４枚は大規模小売店舗では利用できない仕様となっており、クーポンの裏面に間違いを防ぐため、利用できない店舗名を入れる予定です。
そのため、誠に勝手ではございますが、大規模小売店様におかれましては、申込締切りを一般の店舗よりも早くさせていただきます。

6． クーポンの使用
クーポン（額面：1,000円）で買い物を希望された場合、現金同様に取扱って下さい。ただし釣銭は出さないでください。
「たばこ」や「商品券」など利用対象とならないものもあります。
詳細は、別記を参照にしてください。

7． クーポンの有効期限
クーポンには有効期限　（令和8年6月1日（月）～令和8年9月30日（水）までの予定）を設けています。期限切れのクーポンはご利用ができませんので、ご注意下さい。

8． 使用済みクーポンの換金
下記の金融機関に持込み、ご指定の口座に振込の予定です。

＜換金金融機関＞
四国銀行　野市支店　・　四国銀行　赤岡支店　　
高知銀行　野市支店　・　高知銀行　赤岡支店
高知信用金庫　野市こうなん支店

· 上記金融機関と取引が無い場合でも換金可能です。
· 金融機関には常時持ち込み可能です。
· 事業者の皆様の換金手数料負担はありません。

＜換金の締日と振込（入金）期限＞· 利用済みクーポンの詳しい換金方法等につきましては、4月以降に開催予定の説明会にてお知らせします。

	月
	受付締日
	振込期限

	6月
	6月15日(月)
	6月30日(火)

	
	6月30日(火)
	7月15日(水)

	7月
	7月15日(水)
	7月31日(金)

	
	7月31日(金)
	8月14日(金)

	8月
	8月14日(金)
	8月31日(月)

	
	8月31日(月)
	9月15日(火)

	9月
	9月15日(火)
	9月30日(水)

	
	9月30日(水)
	10月15日(木)

	10月
	10月15日(木)
	10月30日(金)

	
	10月30日(金)
	11月13日(金)



9． 加盟店証等について
加盟店の皆様方には後日、換金用書類、加盟店証、ポスター等をお渡しします。

10． 加盟店舗説明会の実施
4月中旬～５月中旬にかけて実施予定です。
お申込み頂きました加盟店の皆様に改めてご案内いたします。

11． お問合せ先　　香南市商工会
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	住所：
	〒781-5310　 香南市赤岡町691-2

	電話：
	0887-54-3014

	FAX：
	0887-54-4497

	メール：
	konan@kochi-shokokai.jp

	担当：
	川﨑　・　髙橋　・　岡崎

	営業時間：
	平日（月曜日～金曜日）　8：30～17：15



募集に係る詳細や、申込用紙のダウンロードについては、右上のQRコード、下記URLからお願いします。
https://www.kochi-shokokai.jp/kounan/archives/6158

別記
· クーポンの利用対象にならないもの
(1) 出資や債務、公共料金等の支払（税金、振込手数料、電気、ガス、水道料金等）、保険料（生命保険料・損害保険料）
(2) 不動産や金融商品
(3) 有価証券、商品券、ビール券、図書券、切手、印紙、プリペイドカード等、換金性の高いもの
(4) たばこ
(5) 医療費　（処方箋による薬代含む）
(6) 取扱店自らの事業上の取引　（仕入商品等の購入）
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条に規定する営業への支払い
(8) スーパーマーケット等での電子マネーへの入金　（チャージ）
(9) インターネット等で購入した商品・サービスへの支払い
(10) その他、利用対象商品としてふさわしくないと香南市商工会が認めたもの　
2
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